
 

【居宅介護事業所】（障がい福祉サービス事業） 

 ※令和 4 年 10 月 1 日現在 

 

 

◎具体的な利用料(利用者負担額)は次の通りです。 

利用料は、市町村が決定して上限額が定められており、障害支援区分やサービ

スの内容、利用する時間の長さによって異なります。利用者に自己負担してい

ただく目安の金額は下記の通りです 

 

 

【自立支援給付】（訪問介護員1人１回のご利用額です） 

●身体介護 

            時 間 

料金内訳 

30分 1時間 1時間 2時間 

未満 未満 30分未満 未満 

基本料金 255 円 402 円 584 円 666 円 

加算 

①特定事業所加算（Ⅱ）10％ 26 円 40 円 58 円 67 円 

②特別地域加算    15％ 38 円 60 円 88 円 100 円 

③福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

（基本料金＋①＋②）×27.4％ 
87 円 138 円 200 円 228 円 

④福祉・介護職員等特定処遇改善加算 

（基本料金＋①＋②）×7.0% 
22 円 35 円 51 円 58 円 

⑤福祉・介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 

（基本料金＋①＋②）×4.5％ 
14 円 23 円 33 円 37 円 

合 計 442 円 698 円 1,014 円 1,156 円 

 

   

       

●家事援助 

            時 間 

料金内訳 

30分 1時間 1時間 2時間 

未満 未満 30分未満 未満 

基本料金 105 円 196 円 274 円 344 円 

加算 

①特定事業所加算（Ⅱ）10％ 11 円 20 円 27 円 34 円 

②特別地域加算    15％ 16 円 29 円 41 円 52 円 

③福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

（基本料金＋①＋②）×27.4％ 
36 円 67 円 94 円 118 円 

④福祉・介護職員等特定処遇改善加算 

（基本料金＋①＋②）×7.0% 
9 円 17 円 24 円 30 円 

⑤福祉・介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 

（基本料金＋①＋②）×4.5％ 
6 円 11 円 15 円 19 円 

合 計 183 円 340 円 475 円 597 円 



 

 

●重度訪問介護 
時 間 

料金内訳 

1時間 1時間 2時間 

未満 30分未満 未満 

基本料金 201 円 299 円 399 円 

加算 

①特別地域加算    15％ 30 円 45 円 60 円 

②福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

（基本料金＋①）×20.0％ 
46 円 69 円 92 円 

③福祉・介護職員等特定処遇改善加算 

（基本料金＋①）×5.5% 
13 円 19 円 25 円 

④福祉・介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 

（基本料金＋①）×4.5％ 
10 円 15 円 21 円 

合 計 300 円 447 円 597 円 

 

☆他の事業所もご利用の場合は、利用者負担上限額管理加算150円（月１回）が追加される場合

があります。 

☆早朝（6:00～8:00）夜間（18:00～22:00）は25％増 

☆２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合、ご契約者の同意の上で、通常の料

金の２倍の金額をいただきます。 
 

初 回 加 算 
新規に居宅介護計画書を作成し、初回訪問にサービス提供責任者 

が居宅介護等を行った場合 
200単位 

緊急時対応加算 

居宅介護計画にない緊急な要請に対して、サービス提供責任者が 

必要と認め、緊急に居宅介護等を行った場合 

（居宅の場合.身体介護/月２回まで） 

100単位 

喀痰吸引等支援 

体制加算 

訪問介護員がたんの吸引等を実施した場合 

※居宅の場合.身体介護、通院等介助（身体介護を伴う場合）を提供

する場合に算定可能 

100単位 
(1日あたり) 

 

※次の場合は実費負担が生じます 

①｢通院等介助｣において訪問介護員に公共交通機関などの交通費等が必要な場

合の実費（サービス利用時にその都度支払） 

②通常実施地域以外の地域に住み、当事業所を利用する場合の交通費等 

（サービス利用料とともに１ヶ月毎の支払 ※片道１ｋｍ当たり２３円） 

 
 

 

 

 

 


